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１ 概要 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、緊急事態宣言等の度重なる発令により売

上が減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金等の

対象とならない小規模事業者及び個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を給付す

るものです。 

 

２ 給付額 

１事業者あたり、１０万円 

 

３ 対象者 

以下の①～⑥すべての要件を満たす事業者が対象となります。 

① ２０２１年１０月１日現在、宝塚市内において本店又は主たる事務所、営業所、店舗等

を設置している事業者のうち、下記別表に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める従業員数の規模に該当する小規模事業者及び個人事業主。なお、事業者のう

ち、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している者は、２０２１年１０月１日現在、

宝塚市内に住民登録を有すること。 

業種 常時雇用する従業員数 

ア 製造業・建設業・運輸業 

又は、ア～ウを除くその他全業種 

２０人以下 

イ 商業（卸売業・小売業・飲食業） ５人以下 

ウ サービス業 ５人以下 

 (うち、宿泊業・娯楽業・旅行業) ２０人以下 

 

② 時短営業要請による協力金の支払い対象となる飲食店と直接・間接の取引がある、又は

不要不急の外出自粛による直接的な影響を受けている 

③ ２０２１年４月から９月までの期間、兵庫県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

又は兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない 

④ ２０２１年４月から９月までの、任意の１ヵ月の売上高に係る売上減少率が２０１９年

または２０２０年の同月と比べて２０％以上５０％未満減少している 

※開業１年未満の事業者については、２０２１年４月から９月までの任意の１ヵ月に係

る売上高が、当該任意月の直近３ヵ月の平均売上高と比べて２０％以上５０％未満減

少している 

⑤ ２０２１年度中に国の月次支援金を受給していない 

⑥ 本支援金給付後も、事業を継続する意思があること 

 

 



ただし、下記のアからウに該当する場合は対象外となります。 

 ア 申請者または使用人、その他の従業員もしくは構成員が宝塚市暴力団排除条例第

２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員並びに同条第３

号に規定する暴力団密接関係者 

 イ 法人税法別表第１に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織もしくは団体 
 ウ 公序良俗に反する事業を営んでいる 

 

４ 申請方法 

（１）受付期間 

令和３年(２０２１年)１１月１日(月)～令和４年(２０２２年)２月１５日(火) 

※２月１５日(火)の消印有効とします 

（２）申請方法 

 ①新型コロナウイルス感染症予防の観点から、原則郵送での受付としますが、やむを

えない事情がある場合、事務局窓口での受付を行います。 

 ②レターパック又はレターパックプラスで送付ください。事務局への到達確認の連

絡はご遠慮願います。 

 ③提出していただいた申請書類一式はお返しできません。 

 ④宝塚市小規模事業者等応援一時支援金事務局は、宝塚商工会議所へ委託していま

す。 

 

送付先：〒６６５－０８４５ 宝塚市栄町２丁目１番２号 ソリオ２ ６階 

宝塚商工会議所「宝塚市小規模事業者等応援一時支援金事務局」宛 

 

 

5 申請書類 

 

書類名 
法

人 

個

人 

ﾌﾘｰ

ﾗﾝｽ 

① 宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付申請書兼請求書（様式１） 〇 〇 〇 

② ２０２１年４月以降の月別の売上に関する書類（申請者が利用する経

理ソフトから抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資

料） 

〇 〇 〇 

③２０１９年又は２０２０年分の所得税確定申告書類の写し等（収受印

日付（e-Tax の場合は受付日付の印字又は受信通知画像の添付）があるも

の） 

法人：法人事業概況説明書及び確定申告書別表１ 

〇 〇 〇 



書類名 
法

人 

個

人 

ﾌﾘｰ

ﾗﾝｽ 

個人：確定申告書第１表、青色申告の場合は青色申告決算書 

※開業１年未満の場合は、基準とする任意月の直近３カ月の売上に関す

る任意の資料（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売

上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料） 

④事業所の所在地を示す書類 

【事業所を構える申請者は必ず提出】 

法人：履歴事項全部証明書の写し（発行から 6ヶ月以内） 

個人：営業実態が確認できる書類（開業届の写し、屋号などが確認で

きる事業所や店舗の外観写真等、任意資料） 

〇 〇  

⑤支援金振込口座の分かる申請者名義の通帳写し 

金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が

確認できるページ。ゆうちょ銀行の場合は、他金融機関からの振込用

口座番号等が記載されているページ。 

〇 〇 ○ 

⑥本人確認書類（写しをいずれか 1 つ） 

・ 運転免許証（両面。返納している場合は運転経歴証明書で代替可） 

・ 個人番号カード（表面のみ） 

・ 写真付きの住民基本台帳カード（表面のみ） 

・ 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書（両面。在留資

格が特別永住者のものに限る） 

・ 身体障害者手帳 

・ 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（全ページ、カード式の場合は

両面） 

・ 住民票＋パスポート（顔写真が掲載されているページの写し） 

・ 住民票＋各種健康保険証 

※住民票は 6ヶ月以内に発行のもの 

 〇 〇 

⑦業務委託契約のわかる書類 

 【フリーランスなどで、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告して

いる個人事業者は必ず提出】 

 業務委託契約書等、契約相手方発行の支払調書又は契約相手方の署

名のある支払明細書、源泉徴収票、報酬等の支払いが確認できる通

帳の写しのいずれか２点 

  ○ 

⑦ 国民健康保険証（高齢者医療保険証）の写し（表面） 

【フリーランスなどで、主たる収入を雑所得又は給与所得で申告して

いる個人事業者は必ず提出】 

  ○ 



 

① の宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付申請書兼請求書（様式１）につきまし 

ては、宝塚市ホームページ（ページＩＤ：１０４３６７６で検索してください。）から

ダウンロードできます。 

 また、宝塚商工会議所及び宝塚市役所 ２階 商工勤労課でも配布しています。 

 

 

６ 給付までの流れ 

①申請書類を事務局が審査し、要件を満たしていれば、宝塚市より一時支援金を申請時に

指定のあった口座へ振り込みます。 

②給付が決定した際は「宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付決定兼確定通知書」を

送付します。 

③給付決定後、約１カ月を目途に指定口座へ振り込む予定ですが、申請が短期間に集中す

るなど、状況によっては給付までに相当の時間を要する場合があります。ご了承頂きま 

すようお願いいたします。 

④審査の結果、要件に該当しない場合や不備がある場合は事務局より連絡をすることが

あります。 

 

７ お問い合わせ先  

宝塚市小規模事業者等応援一時支援金事務局（宝塚商工会議所内） 

受付時間 ９時～１７時（土日・祝日除く） 

宝塚商工会議所一時支援金専用ダイヤル 

電話番号：０７９７－９１－６０２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


